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縫
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デ
イ
ナ
グ
イ
ヤ
は
、
蛍
時
ま
で
ハ
シ
サ
同
盟
の
諸
市
と
伊
太
利
の
諸
共
和
凶

6

と
の
斜
め
仁
、
殆
ど
専
占
せ
ら
れ
セ
ー
り
し
区
域
に
校
入
ナ
る
に
宝
ト
ケ
て
、
競
争
の
謎
々
激
・
烈
宮
致

， 
J 

し
北
る
結
果
、
諸
闘
は
各
自
の
通
商
貿
易
仁
闘
し
、
他
悶
よ
r
り
特
別
の
利
議
宮
得
ん
乙
と
を
努
め

、、川

始
ぬ
れ
仏

b
，
、
而
し
ノ
人
其
利
議
が
一
日
一
、
成
閣
に
輿
へ
ら
る
t
B

や
、
直
に
共
他
の
諸
問
よ
I

り
同
様
の
利

宇一ーでで町-ア何ア告でヲ..，....~日ー劃-;-アセ司}寸?丹暢町守ー 句♂ア!I~ ._一‘ ") 
!、・'仁、一

一 -..参白 ， 

， . 

A

祉
を
輿
ん
乙
と
を
要
求
し
京

'o、
之
を
蛇
ω
制
す
る
乙
と
甚
だ
悶
難
な
る
よ
r

り
、
滋
仁
務
閥
仁
宅
一
一

般
仁
、
其
利
認
す
・
胤
ハ
ふ
る
の
止
む
を
仰
併
合
る
に
至
る
の
例
な

b
し
が
、
英
乙
れ
&
輿
ふ
る
ん
怖
に
常

に
特
別
の
係
約
を
取
結
ん
か
は
頗
る
艇
は
し
を
に
地
へ
も
C

る
を
以
て
、
税
に
存
す
る
係
約
中
仁
一

定
の

一
一
閥
唱
し



る
鴨
矢
な
る
可
し
。
英
後
鳥
取
恵
閣
僚
款
は
、
一
一
府
内
総
の
純
閣
を
褒
く
し
、
官
に
現
在
第
一
一
一
瞬
に
輿

ふ
る
利
認
の
み
な
ち
京
、
帰
京
仁
輿
ふ
る
者
に
も
均
話
せ
し
む
る
の
例
子
一
生

b
、
例
ヘ
ば
…
六
六

一
年
八
月
六
日
、
荷
物
分

tι
和
闘
と
の
聞
に
締
結
せ
ら
れ
大
る
依
約
じ
依
・
久
治
刷
物
芳
は
和
制
闘
が

依
約
又
は
慣
例
に
依
ト
り
、
現
に
英
悩
に
山
県
ヘ
、
若
し
く
は
勝
家
山
県
ふ
る
一
一
初
の
利
谷
広
浴
す
る
機

利
を
得
、
文
る
如
を
袋
一
例
と
す
可
し
。
此
新
慣
例
i
L
前
後
し
て
、
他
仁
叉
一
の
新
慣
例
の
出
寸
大
る

は
、
従
来
そ
の
均
揺
す
る
む
し
を
得
、
北
る
利
益
は
、
議
限
ら
れ

t
u
b
f
定
の
一
関
若
し
く
は
激
闘
ド
ト

輿
へ
ら
れ
校
る
者
な
t

り
し
号
、
其
頃
よ

b
敢
て
一
定
の
倒
と
限
ら
歩
、
如
何
な
る
閥
仁
て
唱
羽
信

葉
興
ふ
る
利
盆
は
、
問

b
一
く
均
揺
す
る
を
得
る
仁
宝

b
た
る

E
Aゐ
れ
な
F

り
。
…
ム
ハ
凶
一
一
年
一
月
二

十
九
日
、
英
閥
i
し
菊
硝
牙
と
の
一
間
に
結
び
北
る
俗
約
第
四
依
に
、
実
闘
の
限
民
は
叶
俳
句
菊
一
芳
の
盟
約

i
t
g溺

器
調
詞
翻

3
3関

箱
翻
翻

3繍
慰
謝
闘
関
関
劉
舗
網
議
選
鶴
間
割
鰐
関
問
問

3
3
3
3
1
3
3鑓
溺
息
調
磁
器
警
護
協
議

ベ1-:ーコ警護持，:.1町

閥
伺
れ
大
る
を
問
は
み
r

h

(

h

h

・
〉
ミ
コ
ド
に

03
当日

MEmOω
〈常山口

]
2
2
3〈
5
5
0
3
5
m
号，
J

北
一
闘
の
回
以
内
に
胤
ハ

ヘ
花
る
苑
除
は
、
一
一
明
乙
れ
に
均
.
揺
す
可
を
も
の
北
る
旨
を
規
定
し
大
る
は
其
一
例

Z
す
。
某
後

一
六
五
凶
年
四
月
十
一
日
の
英
倒
と
端
典
間
の
依
約
第
閥
絡
に
は
叫
ん
例
文
る
他
の
外
関
人
吋

(
h
h

〉口、

三
百
円
O
E
s
q・
リ
)
と
規
定
し
、
一
六
六
一
年
二
月
十
三
日
の
英
闘
と
了
抹
問
の
依
約
二
十
凶
依
J

J

4 ‘ 

じ
は
、
吋
和
隣
人
分
も
し
く
は
英
他
何
大
る
凶
民
を
問
は
-JV

ヘ
但
し
抑
制
典
人
の
み
を
除
く
民
主
、
門
戸
お
り
口
付
与
O
円

目、

0
2凶
作
「

3
2
0
3
J
J
-
z
t
o
m〈向♂け
C
O
T
-
a
u
v
s
q
o河口
0
1
0仏
J
と
し
、
一
六
六
七
年
五
月
二
十
三
日
の
英

Y

サ
諸
市
唱
し
く
は
他

一一…命一句一，一J司.一一.一…日一司--句--一屯....... ι 
w ・、

号 i
ι 、 、、、

闘
と
商
班
牙
間
の
依
約
第
一
一
一
十
八
総
ド
ト
は
、
定
例
蹴
宙
開
王
、
和
関
関
合
、
ハ

の
か
判
、
花
る
王
閥
又
は
聞
配
間
以
ホ
，
r
h
(
z
.
H
Z
民
omけ
の
宮
山
ω
尽
き
沼
口
p
s
o
切け弘
3
・の
ω
コ
ο
S
M
C
ご
r
o
d口一件。ム

阿

v
g
i
R
o
p
片山
d
m
M
2
3
吋
od
ロ
ω
W
2
2
V可

0
5
0吋回目
μ

な
c
g
O吋
ω-UH05ム
Mpgom〈
向
吋
ニ
)
灘
仁
輿
へ
若
し
く
は
持

家
胤
ハ
ヘ
ち
る
弘
之
阿
検
の
特
典
、
安
糸
、
自
由
及
び
免
除
以
雨
閣
制
瓦
の
閥
只
に
宅
均
し
く
本
布

せ
し
ひ
可
‘
時
二
日
を
規
定
せ
t
り
、
謝
し
て
是
等
の
認
に
代
ふ
る
じ
今
日
の
刊
最
恋
凶
い
北
る
訟
を
以
て



司

、

凶

4G 

十
八
世
紀
に
入
，
h
l

て
議
商
航
海
係
約
の
数
・
ま
ず
/
¥
増
加
す
る
に
従
ぴ
、
最
恵
閣
僚
款
名
活

ぴ
ノ
〈
、
多
ぎ
を
加
ヘ
北
t
り
、
就
中
、
常
時
英
協
の
総
仙
併
を
脱
し
て
、
新
に
獅
定
、
し
た
る
米
闘
が
、
其
雄

図
後

mN
顕
の
依
約
大
る
一
七
必
八
/
年
二
月
六
日
、
倒
閣
v
乙
締
給
し
食
る
が
刀
の
は
-
最
恵
図
僚
款
に

…
の
鱗
著
な
る
新
例
を
闘
を
セ
y-

り
、
悲
し
従
来
の
最
恵
問
依
款
は
総
て
思
純
依
叙
h
p
(

其
第
一
一
一
闘

に
山
県
ヘ
捻
る
利
ム
祉
を
相
手
闘
に
郎
ハ
ふ
る
仁
、
無
償
と

6
有
償
と
号
、
保
件
を
附
す
る
と
が
も
附
せ
?

と
哲
明
言
す
る
と
と
な
な
唱
の
)
然
ら
会
」
れ
ば
無
償
依
款
(
鉱
山
償
な
る
を
明
言
す
る
唱
の
〉
な
る
を

号、
b 

例

t
m刈
し
北
る
に
、
有
米
例
一
候
約
の
最
恵
問
依
款
は
、
若
し
業
第
三
閣
に
山
県
へ
な
る
利
盆
が
、
一
定

の
報
酬
を
提
供
し
北
る
仁
濁
し
て
潟
じ
士
る
が
も
の
な
ら
ん
に
は
、
相
手
間
も
亦
乙
れ
と
同
様
の

報
酬
を
抗
供
す
る
に
非
才
れ
ば
、
其
利
設
に
均
信
ず
る
乙
と
を
得
才
る
旨
を
明
言
し
、
所
前
総
件

附
依
款
を
規
定
し
忙
J

りo'
郎
、
ち
該
依
約
第
二
依
中
に
日
く
な
お
し
ん
撚
報
酬
に
て
許
興
し
た
る
と
を

は
無
線
酬
に
て
、
叉
若
し
依
件
を
附
し
て
許
胤
ハ
し
文
る
と
き
は
、
夫
れ
と
均
一
の
依
件
を
附
し
て

一
広
々
』
'c、(R5
・3
qリ山内
5
0
8ロn
g
印日
0口
3
4
g
r
oふ
可

HU
包
P
O
円
O
口
ω
一一ぐえコロ己
M
O
S
B
o
n
o
s
h
〉g
w何
日

mo
ロ…コ
Z
O
O
H
M
-

2
E…o
コ/ぺ
p
m
n
o
ロ仏三
O
B
H
J

次
に
成
ん
'
K
る
一
・
必
八
一
一
一
年
四
月
一
一
一
日

の
一
端
地
ハ
の
一
候
約
、
一

4、. 

、

"<-l 

く
体
側
件

mm
俄
款
の
続
行
を
束
、
役
時
、
-d
ん
と
せ
ー
り
J

ス
タ

Y

レ
!
、
ホ

l

y

ペ
ヅ
グ
の
説
じ
掠
れ
ば
(
ω
C
H
比
一
々
出
o
s
g
n
f
u
J
れ
れ
づ
い
ゆ
鼠
O
外
ふ
り
を

0
3仏E
Z
E
O
口

合併記
ωゆ
M
3
k
g
凶作止のロロ〕
O

口門口弘、
o
乙口
5
3位。ロ即日
F
P
J
J
J

く
c
y
ω
K
0
・ω
も・

3
3依
件
附
最
恵
閣
総
款
の
、
初
め
て

欧
洲
訪
問
問
の
依
約
中
に
規
定
せ
ら
れ
た
る
は
、
一
八
一

O
年
二
月
千
九
日
の
英
闘
部
都
牙
間

の
係
約
な
t
り
と
云
ふ
、
同
僚
約
第
二
僚
に
一
関
締
股
閣
の
一
方
よ
ら
'
別
闘
に
許
興
せ
ら
れ
大
る
利

議
以
内
品
共
別
倒
ヘ
の
許
胤
ハ
が
無
償
な
ら
ば
無
償
に
て
、
叉
俄
件
附
な
る
と
を
は
、
成
る
可
く
同
一
の

補
償
"
も
し
く
は
釣
償
仁
て
n
h
z
m
g
門ロロ
0
ロω
に々
H
Z
η
0
ロnomm
目。口門口町仰〈
O
口吋
Om
子氏。け門戸内吋

ω
門戸付。

ωげ
と
こ
g
〈

ο

Z

4

・

羽

ι“pt

J'
川

、' 

ぴ

00口
m
g
汁ロ…け
O
ロp
p
口仏
OHH
弘
之
口
m
F
ρ
g
・3
M〉吋
O
u
h
H
5
9
5
ω
ω
川

5
M
O
n
o
H
U
m
v
g
m
p
色。口
O
円。
ρ
ロ宮山戸内ロ♂山口
gω
作けゴ作の
O
ロのぬ
l

ωω
…o
ロ
ω
円
以
と
ご
戸
山
手
ぴ
作
の
口
の
O
ロハ山昨日

0
5
3
許
興
せ
ち
る
一
円
を
旨
ど
約
定
し
允
よ
り
。
次
で

闘

が

ゴ

一
八
二
四
年
、
米

ロ
ピ
ヤ
と
紡
ぴ
北
る
依
約
は
、
南
米
に
て
俄
件
附
俄
款
の
機
失
を
潟
す
が
も
の
に
し
て
、
強

‘4 



議

惑

問

候

款

の

治

議

'

回
一
回

えげ

l

，

.

4

官
、
数
ふ
可
雪
中
に
、
其
凶
A
H
の
一
一
一
は
目
、
資
に
俄
件
附
依
款
を
合
み
大
L

リ
。
一
八
二
五
年
の
頃
よ
み
、
間
際
貿

易
著
し
く
鴻
越
す
る
と
同
時
じ
、
各
闘
の
市
開
業
政
策
は
、
多
く
互
恵
主
義
を
採
用
す
る
い
に
一
虫
f

り
た

る
結
果
、
総
件
附
僚
款
は
従
来
の
感
純
僚
款
及
び
無
償
依
款
に
代
t
り
て
、
ま
す
ノ
¥
主
流
行
を
・
米

at
し
、
英
闘
の
如
念
、
掬
J
h
J

此
流
行
に
超
然
と
し
て
、
在
来
の
最
恵
問
依
款
を
問
守
し
花
ろ
し
も
の

母
、
街
ほ
其
俄
約
中
に
は
、
一
ご
一
一
乙
れ
子
一
存
し
た
る
の
有
様
に
し
て
、
例
へ
ば
一
八
一
一
…
八
年
レ
七
月
三
日

の
瀕
・
太
利
の
依
約
第
十
…
依
中
の
如
営
、
前
詑
一
八
一

O
年
部
街
一
分
と
の
依
約
第
二
依
中
の
用
語

E
4
略
ぽ
同
一

の
悠
款
を
有
し
北
ん
、

(

h

‘

qと
ロ
…

5
3
3グ
ω二
引
の
O
コ
nomm…o
コ

----mH
ふ
け
臥
匂
忠
£

5
0口
白
口
仏

o
g
m
w』

ロ
Y

A

M

口
白
口

g口付
ρロバ円
ω
o
p
M
u
u
m
ω
…

σ
F
一03
A山H
H
M
O

月
山
心
尽
く
山
}
巾
コ
グ
(
山
川
口
百
円
。

n
p
∞
O
口
〕

μ
n
o
一dn作
ωω
芯
ロ
山
口

B
n
oロ
門
口
氏
。
口

hw
口
0
3
)

の
依
款
を
存
し
、
同
年
十
一
月
二
十
一
日
の

奨
後
一
八
四
一
二
年
一
月
、
滋
凶
と
の
依
約
に
宅
、
同
一

リ
ベ
リ
ヤ
と
の
依
約
に
宅
、
又
一
八
M
m

九
年
よ
よ
ツ
一
八
五
三
年
に
走
る
問
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
ド
ミ
ニ

ヵ
、
秘
探
、
布
一
除
、
サ
!
デ
イ
コ
ヤ
、
イ
グ
ザ
ド
ル
、
及
び
パ
ヲ
グ
ぷ

i
f乙
の
滞
依
約
中
に
も
機
見
対
ら

る
、
所
な
J

り
。
英
凶
以
外
，
の
闘
に
就
て
日
比
る
に
、
和
繭
、
白
耳
議
、
例
誠
一
曲
、
前
班
芳
、
溺
鞠
芳
、
サ
ー
デ
イ

コ
ヤ
ジ
、
リ

l
、
規
一
太
利
及
び
濁
滋
関
税
問
問
側
一
等
の
諸
側
聞
の
線
約
は
、
従
来
の
最
恵
関
係
款
を
棄

て
、
、
税
れ
宅
依
件
附
俄
款
を
採
用
し
、
精
逸
の
諸
闘
の
み
に
て

qJ常
時
存
し
花
る
俄
約
三
十
八

尽:河川寝顎~n!'

ー
の
中
、
そ
の
南
北
爾
米
諸
問
と
総
結
せ
る
二
十
一
は
、
総
て
}
定
の
依
件
附
依
款
を
有
し
、
英
俄
の

欧
洲
諸
問
と
締
結
せ
る
十
七
昔
、
亦
依
件
附
最
恵
閥
待
遇
の
誠
意
を
以
て
規
定
せ
ら
れ
な

b
'
c

一
五
ふ
。
荒
し
一
八
二
一
川
九
年
よ
1

り
一
八
六

O
年
に
受
る
問
、
各
協
商
業
政
策
の
指
針
大

to
し
互
恵
主

、、

議
の
結
果
に
外
な
ら
も
c

る
な
1

り。

、.. 

併
し
な
が
ら
、
保
件
附
依
款
が
常
時
非
常
の
流
行
中
ど
鍔
し
杖
ゐ
と
は
云
ふ
号
、
之
が
匁
め
に
従

来
の
最
恵
閣
僚
款
党
る
m
単
純
及
び
無
償
依
款
が
、
業
跡
を
絶
つ
に
杢
1

り
た
b
E
C

思
ふ
可
れ
ら
や
'yo

前
に
が
も
詑
し
た
る
如
く
、
英
闘
拡
容
易
に
其
主
義
を
鑓
性
会
」
る
の
み
な
ら
歩
、
共
他
の
障
制
側
諸
岡

白・・ー一O'_.'. ，.~、目、‘い←

中
に
て
号
、
従
来
の
依
款
を
以
て
新
に
依
約
を
結
び
た
る
唱
の
"
も
な
ぎ
に
非
安
二
八
五

4

…
年
の

サ
!
デ
イ
一
一
ヤ
と
白
耳
議
、
端
胃
、
規
一
太
刈
と
の
各
依
約
、
周
年
九
月
二
十
日
の
白
一
島
義
と
和
蹴
E
C

の
縦
約
一
八
五
一
一
一
年
二
月
十
九
日
の
紛
逃
閥
税
同
捜
と
瑛
太
利
の
依
約
と
の
如
ー
営
業
費
例
な

‘

J
。
然
れ
ど
が
も
前
誌
の
如
く
、
十
九
世
紀
の
前
半
・
は
、
各
問
の
商
業
政
策
が
瓦
惑
主
義
を
来

b
t
b

49 



}
方
は
、
第
一
一
一
閣
に
許
興
す
可
を
一
明
の
利
袋
、
特
典
対
も
し
く
は
現
保
約
所
載
の
物
日
開
仁
課
す
る

こ.>;，司ー¥管摂rと

総
入
税
の
軽
減
は
、
之
を
他
の
一
方
に
宅
許
興
ず
る
乙
と
を
P

約
ず
い
(
t
E
n
y
o
m
5
0
2・0
広
m
y
n
o
u
g
n
i

伸一口

mwMMG当
日
刊

w
m
u
g
s
u
g仲

om門
戸
口

2
0
5
0
0川
町
内
吋
九
山
寸
印

q
p〈
O
ロ
コ
内
〈
叩
吋
可
匂
吋
一
三
一

o
m
m
oミ
包
ロ
の
け
円
O
ロ
山
口
山
口
同
℃
O
H
A
ハ
山
口
広

3
0町

デ
シ
俄
約
以
後
、
欧
捌
各
閣
は
、
相
続
て
依
件
附
俄
款
を
厳
禁
し
、
英
閣
は
回
よ
よ
り
云
ふ
ま
で
が
も
な

〈
、
白
耳
殺
は
一
八
六

O
年

よ

b
一
八
ど

O
年
仁
笠
.
る
問
問
に
、
側
一
閥
、
英
閥
、
瑞
官
、
伊
太
利
メ
ト
ベ
ヅ

グ
、
和
蘭
、
僕
保
子
抹
、
那
威
、
瑞
典
、
初
逃
関
税
同
球
、
規
求
利
及
ぴ
西
班
牙
の
諸
闘
と
統
候
約
を
結

α、

v r 

イ
伊
太
利
活
亦
同
年
間
に
瑞
品
肌
ハ
一
価
閥
、
英
閥
、
濁
逸
閥
税
同
盟
、
焼
太
利
、
瑞
西
及
ぴ
西
焼
牙
と
の
各
一
候

約
を
段
γ

町
一
し
)
併
問
亦
白
耳
議
、
英
閥
、
伊
太
利
、
濁
一
逸
関
税
同
盟
、
西
班
芳
、
腕
太
利
反
ぴ
葡
萄
牙
と
の

j 

線

約

を

改

訂

し

た
2
9
、
英
他
の
諸
闘
亦
相
卒
ゐ
て

ゴ
プ
デ
シ
俄
約
の
例
に
倣
ぴ
‘
な
る
の
事
変
は
、

~. ".'、， 0

.一 、

中
旬
に
列
記
し
士
る
多
数
の
閥
名
を
j

一
瞥
し
て
推
知
す
る
を
得
べ
し
。
悲
し
一
闘
の
商
業
政
策
に

自
由
貿
易
主
義
友
来
安
る
以
上
、
依
件
附
依
款
を
飽
守
す
る
は
安
際
に
不
可
能
の
と
と
な
よ
り
、
何

ar a

・

，、，
，
 

v
 

-
」
な
れ
ば
凡
そ
一
闘
が
戒
報
酬
の
結
果
と
し
て
、
第
三
協
に
輿
ふ
る
利
益
に
、
相
手
闘
を
し
て
均

話
せ
し
む
る
際
、
そ
の
相
手
図
よ

b
徴
牧
ず
る
封
僚
は
、
殆
ど
常
に
輸
入
税
の
騨
減
を
依
件
と
す

る
唱
の
な
る
に
、
一

旦
自
由
貿
易
の
主
義
を
採
用
し
て
、
関
税
を
撤
厳
ず
る
と
を
は
、
欝
僚
と
し
て
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扱
一
供
ナ
可
誉
総
入
磁
の
戦
線
な
る
唱
の
存
せ
も
d

れ
ば
な

b
。
印
も
十
九
世
紀
の
後
半
よ

b
一一時

欧

側

諸

関

に

自

由

貿

易

主

義

の

行

は

る
h
B

と
同
時
に
係
件
附
依
款
が
其
跡
を
総
門
ベ
に
澄

β
し

次
第
に
し
て
、
叉
今
日
倫
ほ
白
山
貿
易
主
義
を
支
持
す
一
る
英
閣
内
単
純
餓
款
及
ば
鉱
山
依
件
悠
款

最
古
郡
関
係
款
の
川
府
議

l羽

.. (; 
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議
官
官
'
関
係
款
の
川
市
議

の
解
殺
に
、
常
に
鉱
山
償
主
義
を
主
張
し
て
幾
ら
才
る
所
以
な
E
9白

期
の
如
く
欧
洲
各
附
聞
が
十
九
世
紀
の
前
半
に
執
t

り
来
よ
ツ
し
互
恵
主
義
の
保
護
貿
易
政
策
上

j
自
由
貿
易
政
策
に
一
…
携
し
大
る
に
就
て
は
、
従
来
の
有
償
主
義
な
る
依
件
附
依
款
を
廠
ず
る

と
共
に
、
背
て
周
び
ら
れ
大
る
m
単
純
依
款
を
復
活
す
る
に
歪
i

リ
セ
る
は
、
自
ら
皆
然
の
成
行
な
れ

ど
也
、
元
来
単
純
依
款
た
る
、
相
手
闘
に
輿
ふ
る
に
、
第
一
一
一
闘
に
血
ハ
ヘ
文
る
唱
の
を
以
て
す
る
に
無

償
と
宅
有
償
と
号
、
依
件
附
を
左
足
U

無
線
件
と
唱
明
言
せ
会
る
b
0
・
以
て
、
一
般
の
慣
例
に
は
鉱
山
償
、

間
一
月
八

、

無
依
件
と
解
料
せ
ら
れ
北
ら
し
と
雌
号
、
米
一
闘
が

一
八

O
一
一
一
年
の
米
悌
問
ル
イ
グ
ヤ
ナ
割
譲
餓

約
第
八
依
の
m
単
純
最
恵
閣
僚
款
を
よ
何
償
、
依
件
附
き
と
解
殺
し
て
、
ル
イ
ジ
ヤ
ナ
州
に
〈
英
凶
に

胤
ハ
ヘ
セ
る
利
待
彦
、
例
闘
に
均
需
せ
し
め
な
L
ツ
し
が
如
を
安
例
宅
あ
よ
ツ
て
、
細
川
稗
の
下
だ
し
ゃ
う

に
て
は
、
之
を
有
償
と
宅
総
件
附
を
と
が
も
主
張
し
得
べ
き
を
以
て
、
斯
る
麟
昧
な
る
僚
款
を
復
活

日号¥守山吉領事f¥."[

し
セ
る
ま
、
仁
、
何
一
等
の
工
附
仰
を
識
昔
、
パ
」
る
に
於
て
は
、
往
々
候
件
附
僚
款
を
療
し
花
る
本
来
の

此
に
於
て
各
闘
は

係
件
依
款
は
「
邸
時
且
つ
無
依
件
も
つ
い
M
5
5
0岳
忠
弘

vyg仏
ロ
ロ

noロハ凶日比
OSHqJ)
な
る
女
字
、
乞
用
ゆ
る
の
例

仁
し
て
、
一
八
六
三
年
八
月
六
日
の
英
樹
と
伊
太
利
の
依
・
約
は
、
恐
ら
く
此
無
俄
件
線
款
を
規
定

し
北
る
最
初
の
唱
の
な
る
可
し
と
云
ふ
白

其
後
該
依
款
は
、
次
第
に
漉
く
行
は
れ
て
、
英
闘
の
現

行
務
係
約
を
日
ル
る
号
、
一
八
六

0
年
代
以
後
に
締
結
せ
ら
れ
た
る
唱
の

h

大
多
数
は
必
臼
此
無
係

S〆

件
依
款
を
合
、
ま
合
る
以
な
く
、
叉
我
閣
の
現
行
悠
約
替
、
米
閥
u
A

ぴ
米
側
側
主
義
の
依
件
附
殻
慰
問

係
款
を
採
用
す
る
市
米
諸
凶
と
の
株
約
を
除
く
外
、
総
て
鉱
山
依
件
僚
款
な
ら
な
る
は
な
し
。
一
印

し
て
ん
撚
依
件
依
款
が
、
依
件
附
依
款
仁
代
は
L

り
て
義
生
ず
る
に
宝

6
北
ゐ
前
記
、
沿
掌
上
の
灘
山

は
、
該
係
款
を
も
有
償
、
依
件
附
を
と
解
殺
せ
ん
と
す
る
が
も
の
仁
船
内
す
ゐ
有
力
な
る
反
駁
設
を
匁

す
"
も
の
な

b
iし
知
る
可
し
。

然
る
に
欧
洲
諸
闘
に
、
自
由
貿
易
政
策
の
盛
ヘ
北
る
弘
亦
一
時
に
じ
て
、
一
八
七
五
年
後
蛍
な

る
凶
紘
一
舟
伏
先
の
保
設
貿
易
政
策
仁
復
蹄
し
大

b
。
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而
し
て
其
復
師
1
ζ

共
に
、
諸
問
は
・
鉱
山
償
主

義
な
る
単
純
依
款
、
鉱
山
償
依
款
悲
し
く
拡
無
線
件
依
款
を
棄
て
¥
蒋
ぴ
先
の
有
償
主
義
な
る
依

件
附
燦
款
を
復
活
じ
た
L
ツ
や
と
一
五
ふ
じ
決
し
て
然
ら
歩
、
認
闘
の
依
約
中
に
は
、
殆
ど
総
て
ぬ
同
ほ

依
然
と
し
て
無
償
主
義
の
最
恵
岡
修
款
を
存
綴
し

t
b
o
前
に
認
し
北
る
ス
タ
シ
レ
!
、
ホ
!

最

強

閣

僚

款

の

沿

簿

¥

.

凶

}
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ぺ
吋
ノ
グ
は
、
薬
理
由
を
各
閣
の
後
関
統
制
度
(
或
は
最
高
最
低
税
率
制
度
)
及
び
協
定
税
率
制
度

同
開
コ

0

の
賛
行
と
、
関
税
線
約
の
締
結
と
に
蹄
し
食
l

り。

(〉

8
9・
片
山
口
し「

0
口
吋
ロ
μ円

o
m
H
口
付
印
門
口
ね
に
0
口
氏

rmgJ
ぐ
c「
ωw

日
向
。
一

ω
u
m
Y
A
W
N
A
V
)

斯

て

一
八
九
一
、
二
年
に
迩
よ
ツ
、
湖
、
錦
、
前
を
初
め
欧
洲
大
陸
の
諸
図
に

て
、
夜
来
の
依
約
の
滋
必
・
γ

が
・
揃
期
仁
惑
し
、
新
し
く
は
嬢
楽
せ
ら
れ
大
る
仁
際
し
、
英
商
業
政
策
を
縫
-
一
見
し
な
る
の
事
貸
は
、

同
時
に
最
恵
凶
依
款
の
後
述
に
る
亦
少
が
ら
も
d

る
銭
劾
を
生
性
し
り
の
北
』
り
。
却
も
税
逃
は
同
閥

に
て
保
護
政
策
を
賀
行
し
て
以
来
、
始
め

て
関
税
の
弊
械
を
行
ふ
と
共
に
、

拐
の
連
商
航
海
保

約
仁
、
明
白
に
最
恵
岡
修
款
を
挿
入
し
、
且
つ
英
最
恵
閣
僚
款
は
総
で
無
償
主
義
を
採
用
し

t
b
o

之
仁
一
氏
し
倣
闘
と
首
班
牙
と
は
、
ま
す
ノ
¥
保
設
主
義
に
傾
念
、
諸
岡
と
の
新
依
約
に
、
住
意
に
閥

、J苛 1
、ν ‘

完唱

、人r
弘、^'‘'、

ヨ J、.口~.' _'" l 
.:- _' -. 'l 

:'..-.....‘. "、 g
e 

税
を
制
定
す
る
の
自
由
を
約
し
、
以
て
関
税
の
簿
一
周
仁
、
従
来
索
。
北
る
線
約
上
の
束
縛
を
一
掃

す
る
を
期
し
文
る
中
仁
号
、
例
闘
は
原
則
と
し
て
総
入
枕
の
軽
減
も
し
く
は
限
定
を
縦
約
仁
て

定
め
や
c
v
b

の
主
義
を
賛
行
し
文
F

り
(
但
し
多
少
の
例
外
あ
r
り
)
。
最
恵
闘
の
待
遇
に
闘
し
て
は
、
其
一

八
九
一
、
年
十
ニ
月
二
十
九
日
の
法
律
第
二
一
一
僚
に
規
定
し
て
臼
く
吋
政
府
は
現
に
協
定
税
率
を
享

有
し
、
丸
は
併
闘
の
商
品
ビ
最
恵
閣
の
待
遇
を
約
ず
る
閥
よ
L

ツ
総
入
す
ぐ
る
産
物
も
し
く
は
商
品

員
喜
劇
欝
調
書
誌
銅
器
製
盟
問
bg民
露
骨
J
f 唱、r-.'.{ぺ芳一害額貯

乙
1
C帽
子
」
斜
w
h
と
、
之
に
繰
る
と
を
は
・
、
倒
閣
は
外

閣
の
総
入
口
仰
い
ド
机
到
し
僚
に
一
郊
の
最
低
税
容
を
趨
周
ず
る
乙
1
心
配
が
も
得
る
を
以
て
、
相
手
闘
を

に
訴
し
、
全
部
叉
は
一
一
部
の
最
低
税
率
を
滴
用
ず
る

差
別
し
て
、
禁
輸
入
口
聞
に
第
三
閣
と
不
平
等
の
取
扱
を
加
ふ

る
の
必
下
し

q
灘
さ
に
非
合
』
り
し

か
ど
、
資
際
は
例
制
問
自
ら
宅
外
閣
に
て
成
る
一
円
く
最
恵
闘
の
取
扱
を
受
く
る
の
有
利
な
る
を
秘

• • 
、

め
た
る
よ
ん
'
、
英
依
約
闘
の
大
学
仁
川
刈
し
、
会
部
の
最
低
税
率
を
許
興
ず
る
の
止
む
を
得
、
。
る
に

一
八
八
八
年
を
以
て

.. 

所
班
一
方
仁
蕊
L

り
て
は
償
問
似
廿
枝
、
だ
し
を
反
り
の
ゐ
ム
ツ
、
一
同
凶
は
砂
日
〈

任
命
せ
ら
れ
花
る
委
員
命
"
に
て
、
関
税
の
改
一
正
及
ぴ
通
商
依
約
に
関
し
て

の
報
告
を
翁
じ
た

登
れ
t

り。

る
式
報
告
仁
某
一
づ
き
、
一

八
九
二
年
二
月
乃
百
十
一
お
月
少
一
以
て
現
に
欧
川
側
諸
倒
1
f
一
の
間
に
存
ず
る

常
一
裂
な
る
通
商
依
約
を
解
除
し
、
百
九
に
新
係
約
を
締
結
す
一
司
を
旨
を
笠
宮
し
、
之
を
機
と
し
て
従

来
諸
闘
の
慣
例
文
る
関
税
に
閥
ず
る
最
恵
問
待
遇
の
瓦
約
を
い
股
棄
せ
ん
と
し
、
新
仁
最
高
最
低

税
率
を
改
定
す
る
と
共
に
・
、
償
問
休
場
合
に
凶
ら
最
低
税
率
に
多
少
の
軽
減
を
潟
ず
乙
と
あ
る
可

55 



最
恵
閣
僚
款
を
合
め
る
皆
定
縦
約
を
結
び
て
止
め
よ
り
。

る
乙
と
能
は
含
る
を
威
、
ポ
ノ
る
に
及
ぴ
、
一
八
九
六
年
八
月
二
十
凶
日
の
絵
律
子
・
以
て
、
前
向
の
一
九

筒
閣
と
の
依
約
に
で
山
県
ヘ
大
γ
心

同
年
叉
土
一
丸
投
(
に
が
υ
、
治
則
硝
芳
bd-

除
く
仙
の
諸
制
に
附
山
県
し
文
る
最
低
枕
卒
を
均
一
緒
せ
し
む
る

と
と
を
約
し
、
一
八
九
七
年
郎
も
明
治
一
一
一
十
年
一
一
月
二
日
の
日
本
之
の
依
約
第
十
間
伐
の
最
恵

一
明
の
特
典
配
、
共
他
の
諸
問
に
弘
山
県
ふ
る
と
と
仁
改
め
た

b
。

関
候
款
は
、
関
税
に
闘
す
る
取
扱
乞
除
外
す
γ
J
U

日
を
規
定
し
た
れ
ど
昔
、
共
後
一
八
九
九
年
三
月

二
十
八
日
の
特
別
泊
商
依
約
第
一
候
を
以
て
、
関
税
に
闘
す
る
最
恵
闘
の

A

取
倣
を
約
束
し
大
F90

同
年
二
月
十
二
日
に
は
、
他
山
聞
に
胤
ハ
へ
党
る
持
政
ハ
ど
附
山
県
ず
る

um
を
規
定
し
大
る
濁
逃
と
の
閥

に
蹄
し
大
る
を
推
知
す
可
し
。

い呈ユ
普一、;， 

約
を
解
除
し
て
新
依
約
を
締
結
し
、
普
通
の
形
式
に
依
る
最
恵
閣
僚
款
を
綿
入
せ
主
る
の
方
針

に
出
で
、
西
班
牙
の
試
み
た
る
如
く
、
依
約
に
記
載
し
な
る
物
品
に
阪

b
、
商
班
牙
及
ぴ
伯
刺
西
爾

に
附
血
ハ
し
大
る
以
外
の
最
恵
間
以
扱
仁
均
一
括
せ
し
り
る
乙
と
を
約
し
た
J

り
し
が
、
此
基
礎
に
依

F
h
J
a

取
結
ば
れ
大
る
弘
の
は
、
健
に

一
八
九
凶
年
レ
心
月
五
日
の
和
前
側
、

4

八
九
五
年
七
月
九
日
の
滋

k 

閥
、
…
八
九
六
年
十
二
月
十
四
日
の

γ
杭
一
八
九
お
年
印
も
明
治
一
二
十
年
一
月
二
十
六
日
の
日

ペ与v . . 

令 ーす

‘ 

本
、
及
ぴ
一
八
九
六
年
十
二
月
十
一
日
の
白
耳
茨
え
の
五
'
依
約
に
過
ぎ
才
J

り
し
の
み
な
ら
ヂ
、
悲

等
の
依
約
中
に
規
定
し
た
ふ
最
恵
附
取
扱
の
制
限
号
、
安
際
に
何
紘
一
吋
著
し
を
数
能
を
奏
せ
含
F

り

し
は
、
例
へ
ば
和
蘭
と
の
依
約
附
鋭
β

表
は
、
葡
萄
芳
に
於
て
、
和
蘭
の
物
ロ
聞
が
最
恵
闘
の
ぽ
扱
を

ふ
学
有
ナ
一
円
き
品
目
を
鍋
げ
大
る
其
品
目
以
、
葡
萄
一
芳
の
淑
税
目
総
館
五
百
九
十
二
の
内
、
五
百
凶

十
二
よ
ー
ク
少
な
か
ら
か
}
ゐ
鍛
に
迷
し
食
る
共
上
に
、
右
表
に
蛸
げ
ら
れ
古
る
品
目
、
弘
、
和
的
闘
に
以

1>7 

b
て
何
等
肝
斐
な
る
輸
出
口
仰
に
非
S
A
J
し
が
如
を
事
貨
を
見
る
と
舎
は
、
依
約
仁
議
官
跡
凶
待
遇

の
制
限
を
規
定
す
る
号
、
暴
一
覚
袋
交
に
し
て
、
其
結
果
は
最
初
よ
B
h
ノ
制
限
せ
ゲ
ッ
Q
S
I
ζ

同
一

張

感

閣

僚

款

の

沿

輩

、

，

四

一

ご

一

一

に
隙
し



若
干
の
貨
例
あ
t
り
。
ゑ
等
の
諸
闘
は
、
無
制
限
の
最
恵
捌
依
款
を
以
て
、
関
税
同
盟
の
本
同
日
に
反
し
、

同
盟
の
夜
明
な
，
る
関
係
&
阻
害
す
る
唱
の
な
ら
と
し
、
之
が
無
制
限
の
趨
周
を
廷
が
れ
ん
と
し

て
、
欧
洲
諸
閣
と
の
俄
約
を
燦
楽
し
、
花
1

り
。
抑
制
利
、
の
ノ
ル
グ
ヱ
!
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
、
ガ
テ
マ

J

プ
、
ド
ミ
コ
カ

等
の
諸
閥
是
れ
な

b
。

然
れ
ど
も
亦
南
米
の
諸
闘
中
仁
て
宅
、
目
減
恵
閣
僚
款
を
合
め
る
依
約
を

締
結
す
る
に
敢
て
践
践
ぜ
か
」
る
も
の
な
舎
に
非
宗
、
例
ヘ
ば
亜
脱
附
然
了
の

一
八
九
四
年
六
月
一

日
、
伊
太
利
と
の
依
約
、
…
八
八
五
年
'
V

七
月
十
七
日
の
調
印
に
で
J

八
九
五
年
・
-f
十
一
月
十
二
日
批

J
W
 、

•• 
・

中
米
諸
闘
の
最
恵
関
係
款
の
主
義
は
、
'
如
何
な
る
強
選
を
経
-X
る
や
と
一
お
ふ
じ
、
前
に
が
も
述
べ
北

る
如
く
威
一
洲
大
陸
諸
問
に
て
は
、
最
恵
閥
依
款
は
最
初
無
償
主
義
よ
t
り
有
償
主
義
に
幾

b
、
後
真

に
有
償
主
義
よ

9
9
無
償
主
義
に
復
締
し
、
前
後
再
度
の
幾
誠
治
を
総
花
る
に
反
し
、
組
側
1

り
米
閥
は
一

レ
山
レ
山
八
年
二
月
六
日
、
倒
閣
と
締
結
し
セ
る
雄
岡
野
一
政
の
依
約
に
於
て
、
布
償
主
義
な
る
俄
件
附

候
款
を
認
め
食
る
以
来
、
今
日
に
至
る
哲
之
を
倒
守
・
レ
て
敢
て
幾
ら
ゆ
y
、
現
に
我
閣
と
の
現
行
依

然
ら
ば
常
に
米
関
仁
倣
は
ん
と
す
る
南
米
、
中
・
米
の
諮

問
に
在
ん
'
て
は
、
最
恵
閥
依
款
の
治
法
・

4
亦
'
米
国
と
同

b
さ
や
I
f

三
百
ふ
じ
然
ら
A
V
J

、
刻
一
て
寧
ろ
欧

約
第
十
悶
係
電
亦
俗
件
附
係
款
な
1

リ。

洲
大
陸
諸
閣
と
軌
を
一
に
す
る
が
如
し
、
印
も
一
八
二
凶
年
の
ゴ
ロ
ム
ピ
ヤ
、
一
八
二
五
年
の
中

米
聯
邦
、
一
八
二
八
年
の
伯
刺
西
側
附
及
び
一
八
一
一
一
二
年
の

mm
商
高
叫
が
米
闘
と
取
結
べ
る
各
依
約

は
、
米
闘
の
主
義
仁
従
ぴ
て
係
件
附
僚
款
を

Mm，
ゐ
、
共
後
他
の
諸
閥
宅
大
抵
之
に
倣
ぴ
、
殊
に
米
閣

と
の
係
約
'
に
は
必
歩
該
依
約
を
存
ず
る
の
例
に
て
、
欧
洲
諸
闘
と
の
俄
約
省
一
八
一
一
一

O
年
よ
1

り

一
八
六

O
年
仁
奈
る
問
は
、
総
て
附
様
な
』
り
し
仁
一
八
六

O
年
後
、
欧
洲
に
て
最
蕊
閣
僚
款
が
鉱
山

償
主
義
に
復
蹄
し
北
る
釘
問
時
に
、
南
米
諮
問
問
に
号
、
従
来
の
慣
例
に
動
揺
を
来
、
に
し
、
グ
エ
ネ

、
セ
フ
、
躍
樹
然
丁
、
パ
ヌ
グ

J
s

一
千
人
ウ
ム
グ
い
品

i

及
d
・
秘
滋
と
欧
洲
諸
問
問
の
多
数
の
線
約
は
-
現
に

最
官
羽
田
間
関
除
¥
款
の
4

治

議
-

r

ハ
、
。
ベ
，

J

l

J

四

日

一

五

.

一
ぜ
わ
い
い
い
い
い
川
川
川
川
川
山
川
山
一
ペ
ト

JM
品川

~)g 
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は
、
息

C

条
件
付
際
茨
こ
危
』
;

h
V
4亦

d

A
下

r
T
k
r
J
I
t
-
-
-
J
L

・4
7

t
〈

用
ゐ
、
中
頃
有
償
主
義
仁
幾

b
、
今
日
は
雨
主
義
の
依
款
を
誤
用
す
る
刃
も
の
と
一
五
ふ
一
月
し
。

q噂
b 

て
東
洋
諸
問
に
於
け
る
最
恵
閣
僚
款
の

mw
草
を
見
る
に
、
元
来
西
洋
の
諸
闘
が
、
米
間
関

と
議
商
航
海
依
約
宏
結
ぷ
に
、
大
抵
白
ら
は
相
手
に
最
少
の
利
撲
を
附
胤
ハ
す
る
に
反
し
、
相
手
よ

よ
リ
は
最
大
の
利
織
を
獲
得
ナ
る
の
例
な
る
が
故
仁
、
其
係
約
に
挿
入
せ
ら
る

h

最
窓
側
依
款

4

も、

防
て
芹
務
依
款
な
る
を
常
と
す
。
前
仁
活
認
し
大
る
F

如
く
、
井
務
依
款
の
越
原
は
、
一
六
一

3ド
〆台

月
に
成

b
な
み
和
闘
と
土
一
丸
認
の
依
約
に
・
在

b
て
、
英
後
西
洋
の
諮
問
聞
と
東
洋
M
A
A
ω

揺
非
利
加

の
諸
閣
と
の
依
約
に
は
、
殆
ど
総
て
井
務
総
款
を
存
せ
か
-
-
る
な
く
が
し
て
其
依
欽
は
、
単
純
依
款

仁
閥
均
し
、
悉
く
無
償
主
義
に
し
て
、
有
償
主
義
な
る
総
件
附

か
、
無
償
依
款
い
が
、
叉
は
・
然
保
件
依
款
か

々
沼
巾
舟
抗
斗
・
品
、
リ
/
円
、

zmpJJ-
万

tu司

!

J

リ

ヤ

を

除

き

て
は
、
他
仁
之
を
後
見
す
る

t
能
以
ホ
ノ
。
日
本
の
如
、
さ
私
、
現
行
依
約
の

.~:-::~'~ .:-:~-.:，守ぜい 1懇察電智子電寸

成
る
ま
で
は
、
総
て
欧
米
諸
図
よ
ウ
井
務
不
艶
等
な
る
取
扱
を
受
け
、
最
恋
間
航
款
は
、
芹
務
依
款

に
外
な
ら
な
P
9
し
い
ぺ
現
行
依
約
に
於
て
拡
、
最
恵
闘
の
取
扱
を
締
盟
凶
初
五
仁
交
換
す
る
の
附

位
制
澗
等
な
る
銭
務
依
款
に
改
め
1

其
俄
款
は
欧
州
側
諸
闘
に
釣
し
て
は
無
償
主
義
&
掠
用
し
、
米
側

:>. 

及
び
，
南
米
の
諸
問
に
机
判
じ
て
は
有
償
主
義
を
採
用
す
る
唱
の
な
る

E
、
既
に
日
ム
一
一
口
し
に
る
が
如

し
、
両
し
て
日
本
が
他
の
東
洋
諸
問
に
封
ず
る
所
は
-
如
何
と
一
五
ふ
に
、
現
に
滋
商
航
海
仁
闘
す
み

線
約
を
‘
取
締
ぺ
ゐ
唱
の
一
一
一
樹
あ
台
、
韓
側
、
清
岡
及
び
退
探
是
れ
な
L

り
、
退
織
と
の
明
治
三
十
一
年

二
月
二
十
五
日
に
・
調
印
せ
ら
れ
食
る
現
行
修
好
通
商
航
海
保
約
第
十
三
依
の
最
蕊
閣
僚
款
は
、

使
務
依
款
に
し
て
、
無
依
件
依
款
な
る
に
反
し
、
清
儲
と
の
明
治
一
一
十
九
年
・
レ
七
月
二
十
一

日
の
現

行
通
商
航
海
依
約
第
二
十
五
続
、
前
一
仁
一
一
一
十
六
年
十
月
八
日
の
追
加
議
商
航
海
依
約
第
九
依
反

朝
鮮
問
と
の
明
治
十
六
年
十
月
十
五
日
太
政
官
布
告
な
将
問
一
一
於
一
一
r
一
日
本
人
民
貿
易
ノ
規
則
首
ソ

海
関
税
目
h

第
三
十
二
款
の
最
恵
閣
僚
款
は
、
税
れ
宅
井
務
依
款
に
し
て
、
其
内
情
闘
と
の
ニ
十
九

年
の
分
之
、
韓
闘
と
の
分
以
準
純
依
款
な
れ
ど
号
、
前
同
聞
と
の
一
一
一
十
六
年
の
分
は
無
償
依
款
な
l
リ、

2

而
じ
て
長
斤
務
係
款
が
一
一
一
者
と
も
日
本
に
鈍
し
〈
最
恵
閣
の
取
級
を
約
し
、
日
本
ょ
ん
ノ
は
雨
倒
.

。主

仁
訴
し
同
様
の
取
扱
を
血
ハ
ふ
る
唱
の
に
非
合
る
乙
と
凶
よ

b
一
式
ふ
ま
で
も
な
し
。

右
の
外
仁

ミ

ーー ‘ 子、..・、..ー、.，-. ~ 

6t 

明
治
一
一
一
十
七
年
八
月
二
十
九
日
を
以
て
日
英
問
に
‘
取
紡
ば
れ
セ
る
印
度
通
商
俄
約
な
る
唱
の

あ
ろ
て
、
日
本
の
版
協
内
の
生
産
或
は
製
績
に
係
る
物
口
聞
を
印
皮
に
総
入
ず
る
際
、
叉
印
皮
の
生

産
成
は
製
燈
に
係
ゐ
物
口
聞
を
日
本
に
輸
入
す
み
際
、
立

4

に
別
閥
よ
ー
の
す
る
同
様
の
物
げ
仰
に
漉

m

段
取
謀
関
係
款
の
沿
…
戒

J
'

四
一
一
七



通

商

航

海

依

約

右
表
に
依
'
b
て
、
芹
務
保
款
の
今
治
問
ほ
甚
だ
少
な
か
ら
も
C

る
を
見
る
可
し
。
丸
岡
一
闘
の
依
約

の
よ
2
0
順
次
列
記
す
可
し
。

|胡

E
S
 

F
匂日

/( .. 

オ

一
八
四
七
年

i延

八八
八 j五

年年

続f

波

九 i 八
o 五
三 七
年年

斯

ユ/

カ峨

4

1、
'
ノ

J

F

U

ば
ド

ケ
v

ノ
vイ

v
y
畠

l

幸孝

閥

一
八
八
一
一
一
年
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滅
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俄
約
の
積
類
の
異
な
る
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随
て
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芹
務
な
る
あ
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り
、
幾
務
な
る
あ
1

り
、
叉
鉱
山
償
な
る
あ
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感
純
な
る
あ
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り
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ノ
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含
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線
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中
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て
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随
て
此
最
恵
閣
僚
款
の
機
利
者
は
波
斯
に
し
て
、
義
務
者
は
英
闘
な
る
が
放
に
、
同

b
芹
務
総
款

に
て
昔
、
女
別
闘
が
米
関
闘
に
対
し
て
、
芹
務
の
地
位
に
立
つ
の
形
を
皐
し
(
安
際
は
或
宅
角
-g)、諸

闘
の
俄
約
中
に
多
く
見
常
ら
含
る
一
繍
特
異
の
餓
款
な
る
乙
と
。

お
ニ
は
ト

y

が
の
俄
約
第

ニ
僚
は
、
相
立
に
最
窓
閣
の
取
扱
を
約
し
な
が
ら
、
ト
ン
が
が
英
閥
よ
ウ
享
有
す
る
取
扱
は
、
州
単
純

依
款
の
定
式
に
て
規
定
す
る
に
反
し
.
英
断
'
が
ト
ン
が
よ
1

り
享
有
す
る
取
扱
を
、
無
依
件
悠
款
に

此
二
例
は
今
日
各
闘
の
最
恵
問
保
款
の
慣
例
に
稀
有
の
呉

て
規
定
し
た
る
と
と
・
ゑ
れ
よ
t
り。

例
を
添
ゆ
る
が
も
の
な
る
ま
以
て
、
変
に
特
に
附
託
し
て
餅
究
の
資
料
に
供
ず
る
唱
の
な
よ
ツ
。
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人
生
の
何
物
大
る
わ
を
概
制
似
せ
よ
ラ
と
一
五
ふ
に
は
先
づ
人
間
の
生
活
が
他
の
生
活
の
形
と

、
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凶
均
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る
所
以
の
替
の

じ
限
を
若
く
べ
を
で
あ
る

安
々
の
知
る
限
よ
り
に
於
い

て
は
人
生
が
生
活
の
頂
識
を
形
成
っ
て

ぬ
る
と
と
は
何
人
宅
疑

を
採
れ
い
な
い
所
で
ゐ
る
が
然
か
し
誕
の
‘
俊
越
し
て
ゐ
る
紡
は
那
透
に
存
し
て
ゐ
る
か

の
疑
，
問

と
な
る
と
古
わ
ら
意
見
総
信
が

一
致
し
て
は
ゐ
な
い
或
者
は
人
間
の
生
活
電
動
物
の
そ
れ
と
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辿
絞
し
み
比
刈
も
の
で
誕
の
異
る
所
以
唯
根
本
的
性
質
の
多
少
に
夜
る
と
信

b
叉
或
者
は
人
間
の

生
活
を
以
っ
て
丸
信
く
奥
つ
な
新
し
い
生
活
だ
と
信

b
花
の
で
あ
る
で
前
者
に
従
ふ
と
人
間
の

生
活
ρ
可
動
物
の
生
活
か
ら
漸
次
に
務
展
し
来
つ
大
替
の
だ
と
す
る
乙
と
似
出
来
る
が
後
容
に
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の
武
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及
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